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主要行等向けの総合的な監督指針（新旧対照表）                別紙 22 

現    行 改  正  後 

Ⅲ 主要行等監督上の評価項目 

Ⅲ－１ 経営管理（ガバナンス） 

Ⅲ－１－１ 意義 

Ⅲ－１－２ 主な着眼点 

経営管理が有効に機能するためには、その組織の構成要素がそれぞれ本

来求められる役割を果たしていることが前提となる。具体的には、取締役

会、監査役会といった組織（委員会設置会社にあっては取締役会、監査委

員会等）が経営をチェックできていること、各部門間のけん制や内部監査

部門が健全に機能していること等が重要である。また、代表取締役、取締

役、執行役、監査役及び全ての職階における職員が自らの役割を理解し、

そのプロセスに十分関与することが必要となる。 

また、銀行法は、銀行業務の高度な公共性に鑑み、信用維持と預金者等

の保護及び金融の円滑を確保するため、銀行の業務の健全かつ適切な運営

を求めていることを踏まえ、銀行の常務に従事する取締役（委員会設置会

社にあっては銀行の常務に従事する取締役及び執行役）及び監査役（委員

会設置会社にあっては監査委員）には、その資質について極めて高いもの

が求められる。 

経営管理（ガバナンス）態勢のモニタリングに当たっては、例えば、以

下のような着眼点に基づき、その機能が適切に発揮されているかどうかを
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検証することとする。 

（新設） 

検証することとする。 

なお、上場会社は、会社法改正案（平成 25年 11 月国会提出）において、

社外取締役を置いていない場合には、株主総会で社外取締役を置くことが

相当でない理由を説明しなければならないと規定されているほか、金融商

品取引所においても、独立性の高い社外取締役を 1名以上確保するよう努

めなければならないとされており、非上場会社に比べ、より高い経営管理

（ガバナンス）が要求されている。さらに、銀行及び銀行持株会社は、銀

行業務の公共性に鑑み、当該銀行及び当該銀行持株会社の子銀行の業務の

健全かつ適切な運営が求められていることも踏まえ、上場銀行及び上場銀

行持株会社については、以下のような経営管理（ガバナンス）態勢となっ

ているか検証することとする。 

（１）取締役の選任議案の決定に当たって、少なくとも１名以上の独立性の

高い社外取締役が確保されているか。 

（２）グローバルなシステム上重要な金融機関（Global Systemically 

Important Financial Institutions; G-SIFIs）に選定された銀行持株会

社においては、例えば、その組織体制を委員会設置会社とする、あるい

は、当該銀行持株会社の主要な子銀行については、非上場であっても、

取締役の選任議案の決定に当たり独立性の高い社外取締役を確保するな

ど、その規模、複雑性、国際性、システミックな相互連関性に鑑み、よ

り強固な経営管理（ガバナンス）態勢となっているか。 


